
分岐点

２０３０
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食料・水危機

この１０年が
人類の未来を決める

コロナ

温暖化

未来からの声

プラスチック

市民の声
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第４次総合振興計画（２０１２年度～２０２１年度）

前期基本計画 後期基本計画

２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１

後期基本計画
検討会議

２０１６年１１月２９日

まちづくり
アンケート
２０１９年１０月

ま
ち
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と
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ご
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創
生
総
合
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略
（２
０
２
０
年
３
月
）

まちづくり評価のアンケートは不十分

コロナ満足度調査
２０１２年、３年間



O市の「まちの姿アンケート」
①毎年度実施（5段階評価）

②５年に１回は満足度・重要度アンケート

③１月実施、３月結果公表、７月次年度新規事業反映

④コミュニティごとの人口に着目した比例配分、
１６歳以上の市民、新規対象者と継続対象者

⑤４つの基本政策。全ての大施策について質問

⑥職員で実施、結果はすべての課で共有



政策０１ 地域づくり・自治体経営

①地域と行政の共働

②産業の振興

③地域資源の活用

④ふるさと意識の醸成

⑤文化財調査・保護・活用

⑥生涯学習の推進

⑦生涯スポーツの推進

⑧人権教育・男女共同参画

⑨情報提供・情報管理

政策０２ 子育て・教育

①妊娠・出産・子育て専門的支援

②子育て支援

③待機児童解消・保育環境

④子ども・若者健全育成

⑤教育支援、施設整備

⑥学校教育環境整備

⑦学校・家庭・地域・行政の共育

⑧児童生徒総合的支援

政策０３ 健康長寿・福祉

①こころとからだの健康づくり

②高齢者の生きがいづくり

③地域包括ケア・介護予防

④地域福祉

⑤障がい者（児）の社会参加

⑥生活保護と自立支援

政策０４ 都市環境・安全安心

①機能的で潤いある都市空間

②西鉄連続立体交差

③幹線道路の整備と公園管理

④自然・生活環境、循環型社会

⑤上下水道施設の整備と維持管理

⑥安全安心まちづくり

総合計画の大施策を対象に達成度評価

主な事業ではなく
全大施策について達成度を評価



政策０３ 健康長寿・福祉

施策項目

①こころとからだの健康づくり ３．１６ ３．０１ ３．０４ +０．０３

②高齢者の生きがいづくり ３．２８ ３．０３ ３．０３ ０．００

③地域包括ケア・介護予防 ３．２９ ３．０４ ３．０３ -０．０１

④地域福祉 ３．２２ ３．０９ ３．０９ ０．００

⑤障がい者（児）の社会参加 ３．３８ ３．１９ ３．１７ -０．０２

⑥生活保護と自立支援 ３．１６ ３．１６ ３．１４ -０．０２
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タウンミーティングの結果概要
総合計画 ●第４次計画の成果・進捗の検証 ●タウンミーティングの意見の反映

産業振興 ●企業誘致と既存企業の流出防止 ●農家の高齢化や耕作放棄地対策

地域資源・PR ●自然・温泉、船原古墳、中村哲氏のPR

西鉄跡地

古賀駅周辺開発
ウォーカブルシティ

●進捗状況、スケジュールを知りたい
●古賀駅東口開発、長期でプロジェクトであり財政負担が心配
●古賀駅西口が置いてきぼりにならないか心配

地域コミュニティ

●自治会加入率の低さ、脱退が心配
●消防団員も足りず自治会費で担っている。市で手を打ってほしい
●地域コミュニティ活動、高齢化もあって負担も大きく活動が停滞
●自治会と校区コミュニティのすみわけができていない

都市基盤
公共交通
防災防犯・環境

●道路整備・補修・拡幅、該当・フェンス・横断歩道・標識等の整備・補修、
河川の浚渫工事、空き家対策をしてほしい ●防災無線が聞こえづらい

●買い物・通院等に利用するバス交通を充実させてほしい
●上下水道整備を進めてほしい ●海抜の低い地域の水害が不安

その他 ●コロナウイルス感染やこれに伴う失業等に不安を感じる



Ｆ市の市民ワークショップ

１０月７日
３時間半
６７人

前計画の
振り返り

１１月１９日
３時間半
６３人
１０年後
２０年後の
目標

１２月１０日
３時間半
６６人

目標実現の
ために市民
ができること
投票

結
果
を
審
議
会
へ

総合計画策定

無作為抽出２０００人
年代を考慮、無報酬

２０１８年



（基本構想）
第13条 市長は、総合的かつ計画的な行政の運営を図るた
め、基本構想を策定する。
2 基本構想の策定に関し必要な事項については、
古賀市基本構想の策定に関する条例に定めるとおりとする。

（行政計画）
第14条 行政は、行政計画の策定に当たっては、

市民参画の機会の充実に努める。

古賀市「まちづくり基本条例」

第3条 市長は、基本構想を定めるときは、市民の意見を
反映させるために必要な措置を講じなければならない。



具体的手続きを規定

牧之原市政への市民参加条例

①パブリックコメント

②市民意識調査

③意見交換会

④ワークショップ ⑤審議会等

牧之原市「自治基本条例」
（計画の策定等にかかる原則）
第15条 3 市長等は、総合計画その他の重要な計画の策
定に当たっては、市民の多様な参加を保障するものとする。


